
★指定避難所とは、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間生活するための施設

土砂 大規模

災害 火災

津田小学校 津田町津田144番地 ★ ◎ ○ ― ― ● ●

津田体育館 津田町津田138番地16 ☆ ◎ ○ ◎ ― ― ―

県道富田中津田線及び市道神野37号線交差点 津田町津田417番地付近 ― ― ― ● ● ― ―

津田保健センター 津田町津田915番地1 ☆ ■ ◎ ○ ◎ ― ● ●

津田高等学校 津田町津田1632番地1 ★ ― ― ― ― ● ●

津田総合公園 津田町津田2020番地 ― ― ― ● ● ● ●

さわやか荘駐車場 津田町津田2207番地 ― ― ― ● ● ● ●

津田公民館北山分館 津田町津田3645番地5 ☆ ■ ○ ○ ○ ● ● ●

旧鶴羽小学校運動場 津田町鶴羽781番地2 ― ― ― ― ― ● ●

津田の松原ＳＡ（上り）北側駐車場 津田町鶴羽935番地5 ― ― ― ● ● ● ●

鵜部展望ふれあい公園 津田町鶴羽1520番地134 ― ― ― ● ● ― ―

津田多目的研修集会施設 津田町鶴羽1746番地 ☆ ○ ○ ― ― ● ●

大川オアシス駐車場 津田町鶴羽2326番地12 ― ― ― ● ● ● ●

さぬき南中学校 大川町富田西2823番地1 ★ ◎ ○ ― ― ● ●

大川公民館 大川町富田中2215番地1 ☆ ■ ○ ○ ― ― ● ●

大川コミュニティセンター 大川町富田中3306番地1 ― ○ ○ ― ― ― ―

松尾ふれあい会館 大川町田面140番地2 ★ ○ ○ ― ― ● ●

さぬき南小学校 大川町南川61番地 ★ ○ ○ ― ― ● ●

志度高等学校 志度366番地5 ★ ― ○ ― ― ● ●

志度武道館 志度2214番地1 ― ○ ○ ◎ ● ● ●

志度中学校 志度2214番地4 ★ ○ ○ ◎ ― ● ●

志度幼稚園 志度3726番地1 ★ ○ ○ ○ ● ● ●

志度公民館 志度3779番地1 ★ ■ ○ ○ ○ ● ● ●

志度南交流センター 志度4626番地42 ☆ ○ ○ ○ ― ― ―

生涯学習館 鴨庄1973番地3 ☆ ― ○ ― ● ● ●

志度東体育館 鴨庄2550番地39 ★ ■ ○ ○ ○ ● ● ●

志度総合運動公園 鴨庄4305番地1 ― ― ― ● ● ● ●

日盛の里駐車場 鴨庄4481番地2 ― ― ― ● ● ● ●

旧雇用促進住宅鴨庄住宅駐車場 鴨庄4600番地22 ― ― ― ● ● ● ●

志度構造改善センター 鴨庄4610番地45 ★ ■ ○ ○ ○ ● ● ●

志度カントリークラブ入口 小田327番地4 ― ― ― ● ● ― ―

仁兵谷団地 小田1324番地 ― ― ― ● ● ― ―

小田ふれあいプラザ 小田1522番地2 ☆ ■ ○ ○ ― ― ● ●

志度公民館鴨部分館（旧幼稚園） 鴨部1099番地 ☆ ― ○ ― ― ● ●

鴨部ふれあいプラザ 鴨部6090番地1 ☆ ○ ○ ― ― ● ●

志度公民館末分館 末1114番地 ― ○ ○ ― ― ― ―

石田高等学校 寒川町石田東甲1065番地 ★ ○ ○ ― ― ● ●

寒川農村環境改善センター 寒川町石田東甲330番地 ☆ ■ ○ ○ ― ― ● ●

寒川幼稚園 寒川町石田西384番地1 ★ ― ○ ― ― ● ●

寒川小学校 寒川町石田西812番地1 ★ ○ ○ ― ― ● ●

寒川ふれあいプラザ 寒川町石田西1037番地1 ― ○ ○ ― ― ● ●

旧神前小学校 寒川町神前1615番地 ★ ○ ○ ― ― ● ●

長尾小学校 長尾東901番地1 ★ ○ ○ ― ― ● ●

長尾公民館 長尾東888番地5 ★ ■ ○ ○ ― ― ● ●

辛立文化センター 長尾西1694番地 ☆ ○ ○ ― ― ● ●

造田小学校 造田是弘688番地1 ★ ◎ ○ ― ― ● ●

造田ふれあいプラザ 造田野間田693番地10 ☆ ― ○ ― ― ● ●

へんろ資料館 前山936番地3 ― ■ ○ ○ ― ― ● ●

結願の里 多和助光東30番地1 ★ ○ ○ ― ― ● ●

多和診療所 多和助光東29番地4 ― ■ ○ ○ ― ― ― ―

移住体験ハウス（多和）（旧槙川分校） 多和槙川235番地1 ― ○ ○ ― ― ― ―

     　○は屋内避難　●は屋外避難　◎は屋内避難（2階以上）

津波 地震

【問】　危機管理課　TEL：087-894-1115

さぬき市指定緊急避難場所・指定避難所一覧
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開設
避難
場所

指　定　緊　急　避　難　場　所

洪水 高潮

注意：★は優先開設避難所　☆は随時開設する避難所

○指定緊急避難場所とは、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所で、被災の恐れがある場合は近くの指
定緊急避難場所へ早めの避難をお願いします。

　即時開設避難場所は、今後レベル３警報やレベル４危険警報が発表されると予想されている場合、先行して開設し自主
避難の受入を行います。


